
核兵器禁止条約の批准５０ヶ国到達（条約発効確定）を心から歓迎し、 

日本政府の速やかな署名・批准を強く求めます！ 

２０２０年１０月２７日 

京都原水爆被災者懇談会 

京都「被爆２世・３世の会」 

 

 

１０月２５日、核兵器禁止条約の批准国が５０ヶ国に達し、９０日後の２０２１年１月２２日に

同条約は発効することが確定しました。これによって、核兵器はあらゆる国際人道法・国際人権法

に反する非人道的兵器であると断罪され、開発、実験、生産、保有、使用、そしてその威嚇も全面

的に禁止されることになります。７５年前の広島・長崎への原爆投下以来今日まで、核兵器禁止・

廃絶を求めてたたかい続けてきた、被爆者のみなさん、日本と世界の市民組織のみなさん、そして

核兵器禁止条約の採択と批准にとりくまれてきた各国政府と関係者のみなさんに、心からの敬意を

表し、今日の条約発効確定の日の喜びを分かち合いたいと思います。 

世界に先んじて核兵器禁止条約を批准した５０ヶ国の国々は、人口１５０万人未満の小国が４割

を占めると報じられています。核を持つ大国からの圧力に抗しながら、小国・途上国の政府と人々

の、核兵器廃絶への確固たる決意と勇気によって成し遂げられた成果です。国際政治の主役が大国

中心から多数の国々と市民社会の手に移っていることに深い感銘を覚えるものです。 

条約発効によって、核兵器に固執し続ける核保有国とそれに追随する国々は、国際法に反する存

在となり、いっそう孤立を深め、追い詰められていきます。私たちは核兵器禁止条約の発効を力に、

核兵器禁止・廃絶を求める国内外の世論を更に高め、完全なる核廃絶に向けた歩みを強めていかな

ければなりません。年明けにはＮＰＴ再検討会議開催も予定されています。世界のすべての国々に、

とりわけ核兵器保有国とその同盟国に核兵器禁止条約への参加を求めていきます。またＮＰＴ再検

討会議がこれまでに決議してきた「核兵器の完全廃絶」の約束履行を迫っていくことを求めていき

ます。 

核兵器禁止条約は核兵器禁止・廃絶だけでなく、核兵器による被害者の救済と支援、核実験等に

よる汚染地域の環境上の回復についても定め、平和軍縮境教育の重要性にも言及しています。核兵

器は人類の将来の危険性として存在するだけではありません。これまでの歴史の中で犯されてきた

核開発、核実験などによる被害の救済と回復も大きな課題です。深刻な核被害は今現在発生し、進

行している問題です。救済と回復のための手は一日も早く差し伸べられなければならず、そのため

にも核兵器禁止条約が圧倒的多数の国々の早期の参加で発効されていくことを望みます。 

 

新しく誕生した日本の菅政権は安倍内閣同様に核兵器禁止条約に対して背を向ける態度を顕わ

にしています。それどころか核保有国と共に条約実現を妨害する態度をとり続けています。私たち

は菅政権に対して、この恥ずべき態度を改め、核兵器禁止条約にただちに署名・批准することを強

く求めます。 

戦争被爆国日本政府の核兵器禁止条約への参加は、アジアと世界の核兵器禁止・廃絶の運動に大

きな影響を及ぼし、極めて重要な意義を持つことになります。核兵器禁止条約に署名・批准する日

本政府が一日も早く実現するよう、私たちも広範なみなさんと共に全力を尽くしていく決意です。 


